
詳細内容〈２０２０．９．２８　更新〉

鳥取自動車道

下

り

上

り

時間
米

子

・

鳥

取

市

街

方

面

佐

用

・

姫

路

方

面

28 月 9:00～
17:00

交

互

通

行

×

駒

帰

交

差

点

➡

坂

根

交

差

点

29 火 9:00～
17:00

交

互

通

行

×

駒

帰

交

差

点

➡

坂

根

交

差

点

30 水 9:00～

【終日】
×

交

互

通

行

坂

根

交

差

点

➡

駒

帰

交

差

点
下

り

上

り

時間
米

子

・

鳥

取

市

街

方

面

佐

用

・

姫

路

方

面

1 木 【終日】 ×

交

互

通

行

坂

根

交

差

点

➡

駒

帰

交

差

点

2

金

�

大

安

�

【終日】 ×

交

互

通

行

坂

根

交

差

点

➡

駒

帰

交

差

点

朝
6:00
まで

×

交

互

通

行

坂

根

交

差

点

➡

駒

帰

交

差

点

朝6:00
以降

○ ○ 「片側通行規制」はありません。

4 日 ○ ○ 「通行止め規制」はありません。

5 月
【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

6 火
【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

7 水
【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

8

木

�

大

安

�

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9 金
【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

10 土 ○ ○ 「通行止め規制」はありません。

11 日 ○ ○ 「通行止め規制」はありません。

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

× ○

大

原

Ｉ

Ｃ

➡

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

× ○

大

原

Ｉ

Ｃ

➡

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

× ○

大

原

Ｉ

Ｃ

➡

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

× ○

大

原

Ｉ

Ｃ

➡

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

× ○

大

原

Ｉ

Ｃ

➡

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

17 土 ○ ○ 「通行止め規制」はありません。

18 日 ○ ○ 「通行止め規制」はありません。

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

○ ×

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

大

原

Ｉ

Ｃ

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

○ ×

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

大

原

Ｉ

Ｃ

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

○ ×

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

大

原

Ｉ

Ｃ

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

○ ×

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

大

原

Ｉ

Ｃ

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

智

頭

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～
17:00

○ ×

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

大

原

Ｉ

Ｃ

24 土 ○ ○ 「通行止め規制」はありません。

25 日 ○ ○ 「通行止め規制」はありません。

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

河

原

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

9:00～

【終日】
× ○

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

坂

根

交

差

点

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

河

原

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

【終日】 × ○

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

坂

根

交

差

点

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

河

原

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

【終日】 × ○

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

坂

根

交

差

点

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

河

原

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

【終日】 × ○

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

坂

根

交

差

点

【夜間】
21:00～
翌朝6:00

× ×

河

原

Ｉ

Ｃ

⬅
➡

鳥

取

南

Ｉ

Ｃ

【終日】 × ○

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

坂

根

交

差

点

朝
6:00
まで

× ○

西

粟

倉

Ｉ

Ｃ

➡

坂

根

交

差

点

朝6:00
以降

○ ○ 「通行止め規制」はありません。

・舗装を直す作業
・維持管理作業

・舗装を直す作業
・維持管理作業

・舗装を直す作業
・維持管理作業

・舗装を直す作業
・維持管理作業

28 水

29 木

30 金

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（河原ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞

31 土

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（河原ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞

・舗装を直す作業
・維持管理作業

26 月

27 火
・舗装を直す作業
・維持管理作業

・舗装を直す作業
・維持管理作業

23 金

22 木

・舗装を直す作業
・維持管理作業

16 金

・舗装を直す作業
・維持管理作業

・舗装を直す作業
・維持管理作業

・舗装を直す作業
・維持管理作業

21 水

20 火

19

月

�

大

安

�

・舗装を直す作業
・維持管理作業

3 土

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（河原ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（河原ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（河原ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞

・舗装を直す作業
・維持管理作業

12

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・舗装を直す作業
・維持管理作業

15

月

・舗装を直す作業
・維持管理作業

・舗装を直す作業
・維持管理作業

13 火

14

水

�

大

安

�

９
月

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

・志戸坂トンネルの補修作業

・志戸坂トンネルの補修作業

・志戸坂トンネルの補修作業

・志戸坂トンネルの補修作業

・志戸坂トンネルの補修作業

１０月 通

行

止

区

間 詳細内容（作業他）
月日

10
月

・志戸坂トンネルの補修作業

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

木

・ワイヤーロープ式防護柵設置作業　・舗装を直す作業
・用瀬第二トンネル補修作業　・維持管理作業

＜夜間全面通行止め（智頭ＩＣ～鳥取南ＩＣ）＞
※「用瀬ＩＣ（米子・鳥取市街方面，佐用・姫路方面）」入れません。

＜詳細内容＞ E29

〈注〉道路情報板の案内，交通整理人の指示に従い安全な通行をお願いいたします。
〈注〉天候等により規制日を変更する場合は、このページにて随時お知らせを行います。

９月 通

行

止

区

間

詳細内容（作業他）
月日

＜片側交互通行＞
⇒（通行止）上り：佐用・姫路方面の車線を通行止めにします。
⇒（通行可能）下り：米子・鳥取市街方面の車線で「佐用・姫路方面」も通行可能です。

＜片側交互通行＞
⇒（通行止め）上り：佐用・姫路方面の車線を通行止めにします。
⇒（通行可能）下り：米子・鳥取市街方面の車線で「佐用・姫路方面」も通行可能です。

＜(終日)片側交互通行～10/3(土)朝6:00まで＞
⇒（通行可能）上り：佐用・姫路方面の車線で「米子・鳥取市街方面」も通行可能です。
⇒（通行止）下り：米子・鳥取市街方面の車線を通行止めにします。

＜(終日)片側交互通行～10/3(土)朝6:00まで＞
⇒（通行可能）上り：佐用・姫路方面の車線で「米子・鳥取市街方面」も通行可能です。
⇒（通行止）下り：米子・鳥取市街方面の車線を通行止めにします。

＜(終日)片側交互通行～10/3(土)朝6:00まで＞
⇒（通行可能）上り：佐用・姫路方面の車線で「米子・鳥取市街方面」も通行可能です。
⇒（通行止）下り：米子・鳥取市街方面の車線を通行止めにします。

＜(終日)片側交互通行～10/3(土)朝6:00まで＞
⇒（通行可能）上り：佐用・姫路方面の車線で「米子・鳥取市街方面」も通行可能です。
⇒（通行止）下り：米子・鳥取市街方面の車線を通行止めにします。

＜(終日）通行止 米子・鳥取市街方面～11/14(土)朝6:00まで＞

＜(終日）通行止 米子・鳥取市街方面～11/14(土)朝6:00まで＞

＜(終日）通行止 米子・鳥取市街方面～11/14(土)朝6:00まで＞

＜(終日）通行止 米子・鳥取市街方面～11/14(土)朝6:00まで＞

＜(終日）通行止 米子・鳥取市街方面～11/14(土)朝6:00まで＞

＜(終日）通行止 米子・鳥取市街方面～11/14(土)朝6:00まで＞
※土日祝日，11/2(月)除く

　

＜お願い！＞　道路の「落下物」状況・落下防止措置を！

◆道路には様々な「落下物」があります、車のドライバーの方については落とさない措置をお願いいたします
　　　　　　　　　　～鳥取自動車道の「落下物（一部）」と、「対処法他」について紹介です～

脚立！

アルミサッシ！

回収作業

積み荷を落下させると道交法違反です！

自動車に積載している物を転落させたり、もしくは飛散させたりしないよう、防止措置を講じなければな
らないと道路交通法で定められています。落下物は落とした車のドライバーの責任になります。

・出発前には、車両の整備点検と積み荷の固定状況を確認する。・過積載は絶対にしない。
・砂利や採石などを運搬する際はシートで覆い、飛散しないようにする。
・こまめに積荷の固定状況を確認する。・制限速度を守りスピードを出さない。

落とした時、

見つけた時は！

道路緊急ダイヤル
＃9910

までお電話ください

※道路の異状を24時間
受け付けています。

対処法他

□2020年11月26日 〈お願い！〉積み荷の落下防止措置をお願いします


